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議案第１２号 

 

令和６年度八街市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条　令和６年度八街市下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

（業務の予定量の補正） 

第２条　令和６年度八街市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた

主な建設改良事業の金額を次のように改める。 

（科　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　　　　（計） 

(３)　主な建設改良事業 

雨水整備事業　　　　　　   1,265千円　　         0千円　　　   1,265千円 

汚水整備事業　　　　　　 111,621千円　　  　 3,890千円　　　 115,511千円 

（収益的収入及び支出の補正） 

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　　　　（計） 

収　　入 

第１款　下水道事業収益　　　 764,255千円　　　　 2,710千円　　　 766,965千円 

第１項　営 業 収 益　　　　 310,476千円　　       323千円　　　 310,799千円 

第２項　営業外収益　　　　 447,494千円　　　　 2,387千円　　　 449,881千円 

第３項　特 別 利 益　　　　　 6,285千円　　　       0千円　　　　 6,285千円 

支　　出 

第１款　下水道事業費用　　　 731,850千円　　     3,308千円　　　 735,158千円 

第１項　営 業 費 用　　　　 672,547千円　　　   1,951千円　　　 674,498千円 

第２項　営業外費用　　　　  45,782千円　　　   1,286千円　　　  47,068千円 

第３項　特 別 損 失　　　　  12,521千円　　　      71千円　　　  12,592千円 

第４項　予 備 費　　　　   1,000千円　　　　     0千円　　　   1,000千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第４条　予算第４条本文かっこ書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

166,410千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,162千円、減債積立

金36,298千円、当年度分損益勘定留保資金120,950千円」を「資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額167,600千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額8,137千円、減債積立金38,442千円及び当年度分損益勘定留保資金121,021千円」に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　　　　（計） 

収　　入 

第１款　資本的収入　　　　　 248,976千円　　     2,700千円　　　 251,676千円 

第１項　企 業 債　　　 175,100千円　　     2,700千円　　　 177,800千円 

第２項　他会計補助金　　　  41,159千円　　　　     0千円　　　  41,159千円 

第３項　補 助 金　　　  30,000千円　　         0千円　　　  30,000千円 

第４項　負 担 金　　　   2,717千円　　　　     0千円　　　   2,717千円 
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支　　出 

第１款　資本的支出　　　　　 415,386千円　　     3,890千円　　　 419,276千円 

第１項　建設 改 良費　　　 151,612千円　　     3,890千円　　　 155,502千円 

第２項　企業債償還金　　　 263,774千円　　　　     0千円　　　 263,774千円 

（債務負担行為） 

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

           処分する汚泥の量に 
 令和６年度から  
下水道汚泥中間処理業務           1ｔ当たり38,500円 
 令和７年度まで   

を乗じて得た額

           千円 
 令和６年度から  
公共下水道維持管理業務           5,511  
 令和７年度まで  

           千円 
 令和６年度から  
大池調整池維持管理業務           11,737  
 令和７年度まで  

           千円 
 令和６年度から  
マンホールポンプ緊急通報装置保守業務           212  
 令和７年度まで  

           下水道使用料の収納 
   

 令和６年度から 取扱件数に１件当た 
下水道使用料収納業務            
 令和７年度まで り82.5円を乗じて得 

 
た額

 （企業債の補正）

第６条　予算第６条の表中「公共下水道事業｜46,500」を「公共下水道事業｜49,200」に

 　改める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第７条　予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科　　目）　　　　　（既決予定額）　　（補正予定額）　　　　（計） 

(１)　職員給与費　　　　　　　82,659千円　　     2,724千円　　　　85,383千円 

 

令和６年１１月２９日　提出 

 

八 街 市 長　　北　村　　新　司　　
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0 12,520

消費税及び地方消費税納税予定額の

47,0681,286

2,014 0 2,014

 3. 雑支出

11 0

 3. 過年度損益修正損 0 過年度損益修正損の増

1,746 0

令和６年度八街市下水道事業会計補正予算（第２号）実施計画書

収益的収入及び支出

収入

目

451,751 5. 減価償却費

 1. その他特別利益

 3. 長期前受金戻入

 1. 受取利息及び配当金

既決予定額

（単位：千円）

 2. 雨水処理負担金

 1. 下水道使用料

 1. 営業収益

80,340

6,285

一般会計補助金の減

款

 1. 営業費用

一般会計補助金の増

766,965

 3. 総係費

41

12,220 0

 6. 資産減耗費

1,951

12,521 71 12,592

12,520

5,063 1,286

451,751

323

309,861

2,710 31,926

6,285

0

項 備　　　　　考

246,300

447,494

 1. 下水道事業費用

補正予定額項款

731,850 3,308

計

246,300

 3. 特別利益

補正予定額

449,881

310,799

764,255 2,710

135

印旛沼流域下水道維持管理負担金精

135

41

310,476

 2. その他特別損失

38,973

算金の増

1,951

0

0 6,285

0

 4. 流域下水道維持管理負担金

 2. 汚水管渠費

 1. 雨水管渠費

2,387

損益勘定支弁職員７名分の人件費
（給料、地域手当、期末勤勉手当、
賞与引当金繰入額、法定福利費、
法定福利費引当金繰入額）の増、
委託料の増

備　　　　　考

 2. 営業外費用

 1. 支払利息及び企業債取扱諸費

 3. 特別損失

 1. 減損損失

 4. 雑収益

 2. 営業外収益

29,216

 2. 他会計補助金 108,376 △ 323 108,053

672,547

38,973

12,220

78,389

11,757 0

 2. 消費税及び地方消費税

増

1,746

6,349

0

116,416

71 71

0

323 64,364

 1. 下水道事業収益

 3. その他営業収益

0 309,861

64,041

0 6,285

0

45,782

11,757

116,416

支出

計目

735,158

674,498

既決予定額

（単位：千円）

 4. 予備費 1,000 0 1,000

 1. 予備費 1,000 0 1,000

-  5  -



0

415,386 1. 資本的支出

既決予定額

0 2,717

2,717

款

 4. 負担金

248,976

30,000

目

177,800

備　　　　　考

41,159

30,000

30,000

41,159

公共下水道事業債の増

既決予定額

251,676

補正予定額

41,159

計

175,100 2,700 177,800

41,159

175,100 1. 企業債

（単位：千円）

2,700

資本的収入及び支出

収入

款 項

2,717

1,265 0 1,265 1. 雨水管渠建設改良費

 1. 建設企業債償還金 263,774 0 263,774

 3. 流域下水道建設費負担金 38,726 0 38,726

 2. 企業債償還金 263,774 0 263,774

2,700

0

 1. 資本的収入

支出

0

資本勘定支弁職員３名分の人件費
（給料、地域手当、時間外手当、
期末勤勉手当、賞与引当金繰入額、
法定福利費、法定福利費引当金）の
増
工事請負費の増*

0 2,717

3,890 115,511111,621

 1. 建設改良費

目 備　　　　　考

 1. 受益者負担金

0

 2. 汚水管渠建設改良費

 1. 建設企業債

3,890

（単位：千円）

 1. 他会計補助金

419,276

151,612 3,890 155,502

補正予定額 計項

 3. 補助金 30,000

 2. 他会計補助金

 1. 補助金
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　受取利息及び受取配当金

　長期前受金戻入額

　当年度純利益

0

　準建設改良債元金償還金に係る繰延収益の収益化による雑収益

　除却資産に係る繰延収益の収益化による雑収益

　貸倒引当金の増減額（△は減少）

　減損損失

　固定資産除却費

23,647,000

2,014,000

　固定資産売却損

△ 5,455,000

△ 27,225,000

△ 830,000

12,520,000

令和６年度八街市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円）

　投資活動によるキャッシュ・フロー

　一般会計からの繰入金による収入

　未収金の増減額（△は増加）

　過年度損益修正益 0

　減損損失資産に係る繰延収益の収益化による特別利益

74,280,734

22,722,734

△ 158,954,000

　無形固定資産の取得による支出

6,526,000

37,951,000

83,527,000

△ 38,973,000

△ 99,790,000

38,973,000

△ 2,711,000

　国庫補助金等による収入

451,751,000

79,000

　過年度収益化不足額の収益化による特別利益

729,000

173,000

△ 309,861,000

△ 518,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,595,000

△ 263,774,000

　利息の支払額

△ 41,000

　利息及び配当金の受取額 41,000

△ 51,558,000

資金期首残高

資金期末残高

　たな卸資産の増減額（△は増加）

業務活動によるキャッシュ・フロー

　未払金の増減額（△は減少）

　支払利息

　法定福利費引当金の増減額（△は減少）

　減価償却費

資金減少額

　小計

　賞与引当金の増減額（△は減少）

　有形固定資産の取得による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

　業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 37,755,000

　財務活動によるキャッシュ・フロー

　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

56,079,000

270,300,000

△ 102,679,000

0

　過年度損益修正損（未収金の増減を伴うものを除く｡）

　有価証券評価差損に係る雑支出 1,446,000

71,000

　有価証券評価差益に係る雑収益 △ 1,445,000
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注１　（　 ）内は、短時間勤務職員について外書したものである。

注２　法定福利費等には、退職手当組合負担金を含む。

時間外手当　 455

法 定 福
利 費 等

そ の 他 の 増 減 分 455 

制度改正に伴う増減分 836 

地域手当　 　 30

勤勉手当　   383

定に伴う増額　　　　836 期末手当　   423

令和 5 年11月 1 日

現　在

平 均 給 料 月 額 (円) 311,619

平 均 給 与 月 額 (円) 361,491

平 均 年 齢 (歳) 41.3

３　給料及び手当の状況

　(１)　職員１人当たり給与

区　　　　　分 企　業　職

令和 6 年11月 1 日

現　在

平 均 給 料 月 額 (円) 350,200

平 均 給 与 月 額 (円) 396,243

平 均 年 齢 (歳) 45.0

２　給料及び手当の増減額の明細

区　　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

給与改定に伴う増減分 1,004 

そ の 他 の 増 減 分 0 

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0 

説　　　明 備　　　　　考

（千円） （千円）

1,291 手　　当

7,981 420 

比　　較 0 0 30 0 0 455 423 383 0 

給　　料 1,004 

期末勤勉手当支給率の改

その他の増減額　　　455

(千円) (千円)

補 正 後 876 696 1,337 0 1,032 915 10,145 8,364 420 

手

当

の

内

訳

勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補 正 前 876 696 1,307 0 1,032 460 9,722 

562 1,206 

429 2,724 

区　　分 扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時 間 外 期末手当 勤勉手当 児童手当

較 合　　計 8 (   ) 0 0 1,004 1,291 2,295 

資本勘定支弁職員 0

区　　　　　分

59,490 

(千円)

１　総括

(   ) 7 162 30,265 16,305 46,732 

(人)

手　　当 計

職　　員　　数 給　　　　　与　　　　　費

給　与　費　明　細　書

8 (   ) 10 162 42,975 23,785 66,922 

350 

57,934 

後

8 (   ) 10 162 41,971 22,494 64,627 18,032 82,659 

正 資本勘定支弁職員 0 (   ) 3 0 

補 損益勘定支弁職員 8

5,703 25,893 

補 損益勘定支弁職員 8 (   )

12,350 6,751 19,101 5,624 24,725 

1,556 

資本勘定支弁職員 0 (   ) 0 0 

前 合　　計

360 729 1,089 79 1,168 

比 損益勘定支弁職員 8 (   ) 0 0 644 

7 162 29,621 15,743 45,526 12,408 

合　　計

(人) (千円) (千円) (千円)

12,758 

(千円) (千円)

18,461 85,383 

0 12,710 7,480 20,190 正 (   ) 3

合　　計

特 別 職 一 般 職 報　　酬 給　　料
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注　（　 ）内は、短時間勤務職員について外書したものである。

　(４)　昇給

企　業　職 課　　長 主　　幹 係　　長 主 査 補 主任主事 主　　事 主 事 補

副 主 幹 主任技師 技　　師 技 師 補

１　級

主　　査

　(級別の基準となる職務）

区　　分 ７　級 ６　級 ５　級

区　　　　　分 企　業　職

職 員 数 　(Ａ) (人) 10

比 率 　(Ｂ)／(Ａ) (％) 100

号 級 数 別 内 訳

１ 号 級 0

正 ２ 号 級 0

３ 号 級 1

前 ４ 号 級 9

比 率 　(Ｂ)／(Ａ) (％) 100

職 員 数 　(Ａ) (人) 10

補 昇給に係る職員数 　(Ｂ) (人) 10

補 昇給に係る職員数 　(Ｂ) (人) 10

号 級 数 別 内 訳

１ 号 級 0

正 ２ 号 級 0

３ 号 級 1

後 ４ 号 級 9

４　級 ３　級 ２　級

(      ) 0.0 

２　　級 (      ) 1   (      ) 10.0 

１　　級 (      ) 2   (      ) 20.0 

令和 5 年11月 1 日

現　在

７　　級 (      ) 1   

合　　計 (      ) 10   (      ) 100.0 

４　　級 (      ) 2   (      ) 20.0 

３　　級 (      ) 0   

(      ) 100.0 

3   (      ) 30.0 

３　　級 (      ) 0   (      ) 0.0 

２　　級 (      ) 1   (      ) 10.0 

(      ) 2   (      ) 20.0 

４　　級 (      )

１　　級 (      ) 1   (      ) 10.0 

合　　計 (      ) 10   

(      ) 10.0 

６　　級

５　　級 (      ) 2   (      ) 20.0 

区　　分 企　　　　　業　　　　　職

級 　職　員　数 (人) 　構　成　比 (％)

令和 6 年11月 1 日

現　在

７　　級 (      ) 1   (      ) 10.0 

６　　級 (      ) 3   (      ) 30.0 

５　　級 (      ) 1   (      ) 10.0 

高　校　卒 194,500 188,000 185,700

大　学　卒 220,000 220,000 －

　(３)　級別職員数

　(２)　初任給

区　　分 企　業　職 国　　の　　制　　度

行　政　職 技能労務職

(円) (円) (円)
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注　（　 ）内は、再任用職員について記載したものである。

（２％～２０％加算）

　(６)　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　　分 ２０年勤続 ２５年勤続 最高限度 その他の加算措置等 備　　　　　考

の者 (月分) の者 (月分) の者 (月分) *（月分）*

３５年勤続

定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算）

支　給　率　等 24.586875 33.27075

補　　正　　後
(1.175) (1.225) (2.400)

有
2.250 2.350 4.600

国　の　制　度

47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

2.250

住 居 手 当 同　一

通 勤 手 当 同　一

　(７)　その他の手当

区　　分 国の制度との異同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同　一

国　の　制　度
24.586875 33.27075 47.709 47.709

（支給率等）

地 域 手 当 同　一

2.350 4.600

補　　正　　前
(1.175) (1.175) (2.350)

有
2.250 2.250 4.500

備　　　　　考

６月 １２月 級等による加算措置

(月分) (月分) (月分)

(1.225) (2.400)
有

(1.175)

　(５)　期末勤勉手当

区　　分 支給期別支給率 支給率計 職制上の段階、職務の
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－

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事　　　　　項 限 度 額 前　年　度　末　ま　で　の 左 の 財 源 内 訳

支払義務発生（見込）額 支払義務発生予定額

期　　間

－ 令和 6 年度から 処分する汚泥 処分する汚泥 － 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

下水道汚泥中間処理業務 処分する汚泥

令和 7 年度まで

当 年 度 以 降 の

公共下水道維持管理業務 5,511 － － 令和 6 年度から 5,511 5,511 － 

金　　額 期　　間 金　　額 下 水 道 損益勘定

事業収益 留保資金等

令和 6 年度から 下水道使用料 下水道使用料 － 

の収納取扱件 令和 7 年度まで の収納取扱件 の収納取扱件

大池調整池維持管理業務 11,737 － － 令和 6 年度から 11,737 11,737 － 

令和 7 年度まで

マンホールポンプ緊急通報装置保守業務 212 － －

の量に1t当た 令和 7 年度まで の量に1t当た の量に1t当た

り38,500円を り38,500円を り38,500円を

令和 7 年度まで

令和 6 年度から 212 212 － 

乗じて得た額

じて得た額　 じて得た額　 じて得た額　

乗じて得た額 乗じて得た額

数に 1 件当た 数に 1 件当た 数に 1 件当た

り82.5円を乗 り82.5円を乗 り82.5円を乗

下水道使用料収納業務 下水道使用料 － －
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（令和７年３月３１日）

120,134

　　エ　車両運搬具

80,822,828

　　ウ　機械及び装置

12,068,192,697

76,160,509

資　　産　　の　　部

523,151,341　　ア　土地

　　オ　工具、器具及び備品

　　　　減価償却累計額

　　　有形固定資産合計

　　ア　施設利用権

　(２)　無形固定資産

17,230

358,279,300

46,072,510

22,722,734

　　　固定資産合計

　(４)　貯蔵品

355,563,300

１　固定資産

　　イ　構築物

（単位：円）

　(１)　有形固定資産

令和６年度八街市下水道事業予定貸借対照表

2,716,000　　イ　その他無形固定資産

　(３)　有価証券 8,581,000

　　　無形固定資産合計

　　　投資その他の資産合計

２　流動資産

　　　貸倒引当金

144,980

△ 1,360,715

　　　資産合計

13,012,378,321

1,017,230

　　ア　出資金

　(３)　投資その他の資産

11,992,032,188

　　イ　その他投資

△ 2,035,809,522

94,221,931

△ 13,399,103

1,405,073

△ 1,278,517

503,100

△ 382,966

　　　　減価償却累計額

11,632,735,658

10,976,568,799　　　　減価償却累計額

　　　　減価償却累計額

126,556

　　カ　建設仮勘定

　　　流動資産合計

51,946,000

44,711,795

1,000,000

　(１)　現金預金

　(２)　未収金
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　　イ　当年度未処分利益剰余金 232,038,724

9,268,620,085

５　繰延収益

　(１)　長期前受金

　　　引当金合計

　　　収益化累計額

7,679,733,534

　　　資本剰余金合計

127,676,358

　　ウ　その他

　　ア　減債積立金

　　ア　受贈財産評価額

　　イ　補助金

951,998,207

292,263,467

資　　本　　の　　部

276,421,639

41,973,307

532,056,866

△ 1,588,886,551

　　　資本合計

7,089,456

12,068,192,697

　(１)　企業債

　(２)　未払金

　(３)　引当金

　　ア　賞与引当金

　　イ　その他引当金

　　　企業債合計

3,118,066,010

259,713,125

　　　企業債合計

9,459,058

　　　　るための企業債

993,971,514

419,941,341

3,118,066,010

４　流動負債

　　ア　建設改良費等の財源に充て

　　　固定負債合計

1,179,775

　(１)　企業債

３　固定負債

3,118,066,010

1,516

11,074,221,183

　(４)　その他流動負債 160,000

5,909,681

６　資本金

300,018,142

　　　剰余金合計

　　　利益剰余金合計

　(２)　利益剰余金

　(１)　資本剰余金

７　剰余金

　　　流動負債合計

　　　負債資本合計

　　　繰延収益合計

　　　負債合計

　　　　るための企業債

259,713,125

　　ア　建設改良費等の財源に充て

負　　債　　の　　部
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　　(１)　有形固定資産

　　　額を計上している。

　４　消費税及び地方消費税の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

　　　 ・ 減価償却の方法　　定額法による。

　　　 ・ 主な耐用年数　　　構築物　　　　　　　　　45～50年

　１　賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

　　　令和６年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらの支給に係る法定福利費の支払をす

　　(１)　退職給付引当金

　　　　本市は退職手当組合に加入しており、一般会計との協議により追加的な費用負担は全て一般会計に

　　　おいて支出することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

　　(２)　賞与引当金及び法定福利費引当金

　　　 ・ 減価償却の方法　　定額法による。

　　　 ・ 主な耐用年数　　　施設利用権　　　　　　　　　35年

　３　引当金の計上方法

　　　　　　　　　　　　　　車両運搬具　　　　　　　　　 4年

　　　　　　　　　　　　　　工具、器具及び備品　　　 4～ 5年

Ⅱ．予定貸借対照表等

　１　企業債の償還に係る他会計の負担

Ⅲ．その他

　　　予定貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のも

　　のを含む｡）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、377,579千円である。

　１　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　　　　　　　　　　　機械及び装置　　　　　　10～20年

　　　 ・ 貯蔵品　　先入先出法による原価法

　　(２)　無形固定資産

注記

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項

　　め、貸倒引当金688千円を取り崩すこととしている。

　　　令和６年度において、下水道使用料及び受益者負担金の不納欠損による損失が生じる見込みであるた

　２　貸倒引当金の取崩し

　　　　職員の期末手当、勤勉手当の支給及び法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込

　　　額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

　　(３)　貸倒引当金

　　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率等による回収不能見込

　　るため、賞与引当金5,440千円及び法定福利費引当金1,071千円を取り崩すこととしている。

　２　固定資産の減価償却の方法
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